
 

資料１ 

石狩市･厚田村･浜益村合併協議会委員名簿 

 

（平成１５年６月４日現在） 

選出区分 職  名  等 氏   名 備    考 

石狩市長（会長） 田 岡 克 介  

厚田村長（副会長） 牧  野  健  一  
第１号委員 

（市村長） 
浜益村長（副会長） 木  村  康  美  

石狩市議会議長 神 崎 征 治  

厚田村議会議長 福 沢 和 夫  
第２号委員 

（議会議長） 
浜益村議会議長 工 藤 榮 一  

石狩市議会議員 加 納 洋 明  

石狩市議会議員            高 田 静 夫  

石狩市議会議員            中 野 文 能  

石狩市議会議員            堀   弘 子  

石狩市議会議員            熊 倉 正 博  

石狩市議会議員 長 原 徳 治  

石狩市議会議員 池 端 英 昭  

厚田村議会議員 河 合 英 治  

厚田村議会議員            河 合 雅 雄  

厚田村議会議員            田 村 嘉 瑞  

厚田村議会議員 阿 部 政 二  

厚田村議会議員            成 田 一 夫  

浜益村議会議員 佐々木 友 治  

浜益村議会議員 神 田 一 昭  

浜益村議会議員 岸 本 正 吉  

浜益村議会議員 羽 立 福 光  

第３号委員 

又は 

第４号委員 

（議会選出） 

浜益村議会議員 越 智 正 男  

石狩商工会議所会頭 酒 井 敏 一  

石狩市文化協会事務局員 山 根 利 子  

石狩市ＰＴＡ連合会副会長 村 重 節 子  

石狩市連合町内会連絡協議会会長 佐 藤 豊 治  

石狩市社会福祉協議会会長 小 林 義 行  

一般公募 浅  井  秀  樹  

一般公募 飯  尾  亜紀仁  

一般公募 小  池  弓  夫  

一般公募 坪  田  清  美  

石
狩
市 

一般公募 藤  原  市  子  

厚田村農業委員会委員 伊 藤 一 治  

厚田漁業協同組合代表理事組合長 相 原 一 男  

厚田村商工会会長 沢 田 富 男  

一般公募 鈴  木  日出男  

厚
田
村 

一般公募 桐  山  和  郎  

北石狩農業協同組合理事 後  藤      崇  

浜益漁業協同組合代表理事組合長 中 村 東 伍  

浜益村商工会会長 大 山 弘 行  

浜益村自治会連合会会長 石  橋  千  春  

 

 

規

 

約

 

第

 

８

 

条

 

第

 

１

 

項 

 

第５号委員 

又は 

第６号委員 

（学識経験者） 

浜
益
村 

浜益村自治婦人会連絡協議会会長 岸 本 ア イ  

北海学園大学法学部政治学科教授 佐 藤 克 廣  第８条第２項 

（共通委員） 北海道石狩支庁地域政策部長 田 中 宣 律  

 
厚田村代表監査委員 土 門 隆 一  

監査委員 
浜益村代表監査委員 北 嶋 富 作  

 



資料２

合併
の

方式
合併年月日 新市の名称

新市の事務所
の位置

備　　考

篠山町 西紀町 丹南町 今田町 ４町
<22,229> <4,125> <14,503> <3,895> <44,752>

田無市 保谷市 ２市
(78,165) (102,720) (180,885)

浦和市 大宮市 与野市 ３市
(484,845) (456,271) (82,937) (1,024,053)

津田町 大川町 志度町 寒川町 長尾町 ５町
(8,370) (6,977) (22,939) (6,041) (13,445) (57,772)

仲里村 具志川村 ２村
(5,122) (4,237) (9,359)

南部町 富沢町 ２町
(6,711) (4,152) (10,863)

中新田町 小野田町 宮崎町 ３町
(13,929) (8,092) (6,309) (28,330)

万場町 中里村 ２町村
(2,269) (941) (3,210)

八田村 白根町 芦安村 若草町 櫛形町 甲西町 ６町村
(7,016) (19,247) (613) (11,105) (18,920) (13,215) (70,116)

高富町 伊自良村 美山村 ３町村
(18,795) (3,287) (8,869) (30,951)

静岡市 清水市 ２市
(469,695) (236,818) (706,513)

大崎町 東野町 木江町 ３町
(4,351) (3,036) (2,744) (10,131)

引田町 白鳥町 大内町 ３町
(8,635) (12,965) (16,160) (37,760)

宗像市 玄海町 ２市町
(81,588) (9,559) (91,147)

上村 免田町 岡原村 須恵村 深田村 ５町村
(5,404) (5,991) (2,935) (1,471) (1,950) (17,751)

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町 ４市町
(104,672) (32,153) (16,038) (4,520) (157,383)

穂積町 巣南町 ２町
(35,076) (11,495) (46,571)

新潟市 黒埼町 ２市町
(501,431) (25,893) (527,324)

潮来町 牛堀町 ２町
(25,841) (6,103) (31,944)

大船渡市 三陸町 ２市町
(36,570) (8,590) (45,160)

つくば市 茎崎町 ２市町
(165,978) (25,836) (191,814)

福山市 内海町 新市町 ３市町
(378,789) (3,431) (21,695) (403,915)

廿日市市 佐伯町 吉和村 ３市町村
(73,587) (12,621) (853) (87,061)

呉市 下蒲刈町 ２市町
(203,159) (2,223) (205,382)

新居浜市 別子山村 ２市村
(125,537) (277) (125,814)

　　　注１　平成１１年４月１日以降に合併した市町村について掲載した。

　　　注２　「新市の事務所の位置」は、合併協定書の記載事項を基本に、（旧）市町村役場名により整理した。

　　　注３　「合併関係市町村名」の下段の数値は人口で、<　>は平成７年国勢調査、(　)は平成１２年国勢調査による。

平成15年５月１日

平成13年１月１日

平成13年４月１日

平成13年11月15日

市制施行

市制施行

市制施行

市制施行

市制施行

市制施行

新居浜市 新居浜市役所

編

入

合

併 呉市 呉市役所平成15年４月１日

廿日市市 廿日市市役所平成15年３月１日

福山市 福山市役所平成15年２月３日

つくば市 つくば市役所平成14年11月１日

大船渡市 大船渡市役所

潮来市 旧潮来町役場

合併市町村における合併の方式、新市の名称、新市の事務所の位置について

新潟市 新潟市役所

瑞穂市 旧穂積町役場

周南市 旧徳山市役所平成15年４月21日

新

設

合

併

市制施行

あさぎり町 旧免田町役場

宗像市 旧宗像市役所

東かがわ市 旧白鳥町役場

大崎上島町 旧東野町役場

静岡市 旧静岡市役所

山県市 旧高富町役場

南アルプス市 旧櫛形町役場

神流町 旧万場町役場

加美町 旧中新田町役場平成15年４月１日

南部町 旧富沢町役場平成15年３月１日

久米島町 旧仲里村役場

さぬき市 旧志度町役場平成14年４月１日

平成13年１月21日

平成13年５月１日

合 併 関 係 市 町 村 名 、 人 口（単位：人）

篠山市 旧篠山町役場平成11年４月１日

旧田無市役所

さいたま市 旧浦和市役所

西東京市



【市町村の議会の議員の定数・在任等の特例について】

原 則 特 例 措 置
区 分

内 容 関係法令 内 容 関係法令

・合併関係市町村の議会の議 自治法 《定数特例》 合併特例法
新 定 員は全て失職するため、合併 第91条 ・設置選挙において、当該選 第６条

市町村の人口に基づいて新定 挙による議員の任期に限っ 第１項
数が算定される。 公選法 て、自治法定数の２倍まで定

設 数 （設置選挙を実施しなければ 第33条 数を増加できる。
ならない ） 第３項、。

合 ・合併関係市町村の議会の議 公選法 《在任特例》 合併特例法
在 員は全て失職する。 第117条 ・合併関係市町村の議会の議 第７条

員で、合併市町村の議会の議 第１項
併 員の被選挙権を有することと

任 なる者は、最長２年間在任で
きる。

・合併市町村の定数は、編入 自治法 《定数特例》 合併特例法
編 定 する合併関係市町村の自治法 第91条 ・合併後の増員選挙におい 第６条

定数を上回ることとなる場合 て、編入合併特例定数を採る 第２項～
のみ 上回る数だけ増加する 公選法 ことができる。 第７項、 。

第111条 ・さらに、増員選挙に続く最
第３項、 初の一般選挙においても、こ
第113条 の特例定数を採ることができ

る。
入 数 （増員定数は編入された区域

に配分される ）。

・編入する合併関係市町村の 《在任特例》 合併特例法
在 議会の議員は在任する。 ・編入される合併関係市町村 第７条

・編入される合併関係市町村 の議会の議員で、合併市町村 第１項、
の議会の議員は全て失職す の議会の議員の被選挙権を有 第３項

合 る。 することとなる者は、編入す
る合併関係市町村の議会の議
員の残任期間だけ在任でき
る。
・さらに、合併後最初の一般
選挙においても編入合併特例
定数を採ることができる。

併 任 （増加定数は編入された区域
に配分される ）。

（注１） 新設合併における合併関係市町村及び、編入合併において編入される合併関係市町村とは、
ともに合併により消滅する合併関係市町村をいいます。

（注２） 定数特例、在任特例を適用する場合は、合併関係市町村は議会の議決を経た協議によりこれ
を定め、その内容を告示しなければなりません。

（注３） 定数特例を適用した場合は、欠員が生じて補欠選挙事由に該当すれば補欠選挙を行い、任期
中にすべてなくなったときは自治法第９１条第１項の定数に復帰します。

（注４） 在任特例を適用した場合は、欠員が生じても補欠選挙は行わず、定数は自治法第９１条の定
数（減数条例があればその定数）まで減少します。ただし、この定数からさらに欠員が生じた
場合には、補欠選挙事由に該当すれば補欠選挙を行います。

資料３



＜参考＞議員の定数・在任特例適用パターン
Ⅰ．新設合併の場合
①原 則（特例措置の適用なし）

合併

設 一 ＜具体例 ＞（平成１４年末までの定数基準による。以下同じ ）。
現 置 自治法91条 般 自治法91条 Ａ 市 Ｂ 町 Ｃ 市

人口 １８０，０００人 人口 ４０，０００人 人口 ２２０，０００人行 選 による定数 選 による定数 ＋
定数 ４０人 定数 ３０人 定数 ４４人挙 挙

②定数特例
合併

設 一 ＜具体例＞
現 置 般 自治法91条 Ａ 市 Ｂ 町 Ｃ 市自治法９１条による

定数の２倍の範囲内 人口 １８０，０００人 人口 ４０，０００人 人口 ２２０，０００人行 選 選 による定数 ＋
定数 ４０人 定数 ３０人 定数４４人×２＝８８人以内挙 挙

③在任特例
合併

一 ＜具体例＞※合併後２年以内の期間に限る。
現 在 般 自治法91条 Ａ 市 Ｂ 町 Ｃ 市

人口 １８０，０００人 人口 ４０，０００人 人口 ２２０，０００人行 任 選 による定数 ＋
定数 ４０人 定数 ３０人 定数４０人＋３０人＝７０人挙

２年を超えない範囲で協議で定める期間

Ⅱ．編入合併の場合
①原 則（特例措置の適用なし）

合併

増 一 ＜具体例＞※議員定数が増加する場合
現 員 自治法91条 般 自治法91条 Ａ 市 Ｂ 町 Ａ 市

人口 １８０，０００人 人口 ４０，０００人 人口 ２２０，０００人行 選 による定数 選 による定数 ＋
定数 ４０人 定数 ３０人 定数 ４４人挙 挙

編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間

②定数特例
合併

※Ａ市議会議員の残任相当期間に限りＢ町の区域に選挙区（定数９人）を設ける。増 一 ＜具体例＞
現 員 編入合併 般 自治法91条 Ａ 市 Ｂ 町 Ａ 市

人口 １８０，０００人 人口 ４０，０００人 人口 ２２０，０００人行 選 特例定数 選 による定数 ＋
定数 ４０人 定数 ３０人 定数４０人＋９人＊＝４９人挙 挙

編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間 ＊９人≒４０人×４万人÷１８万人

この４９人を「編入合併特例定数」という。

③定数特例＋定数特例
合併

増 一 一
現 員 編入合併 般 編入合併 般 自治法91条
行 選 特例定数 選 特例定数 選 による定数

挙 挙 挙
編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間

④在任特例
合併

一 ＜具体例＞※Ａ市議会議員の残任相当期間に限る。
現 在 般 自治法91条 Ａ 市 Ｂ 町 Ａ 市

人口 １８０，０００人 人口 ４０，０００人 人口 ２２０，０００人行 任 選 による定数 ＋
定数 ４０人 定数 ３０人 定数４０人＋３０人＝７０人挙

編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間

⑤在任特例＋定数特例
合併

一 一
現 在 般 編入合併 般 自治法91条
行 任 選 特例定数 選 による定数

挙 挙
編入先の合併関係市町村の議会の議員の残任期間



【農業委員会の委員の取扱いについて】

特 例 措 置 （選挙による委員）
区 分 原 則

内 容 根拠法令

１ 合併市町村に 在 合併市町村の委員は 合併関係市町村の委員のうち、協 合併特例法
１つの農業委員 新 すべて失職する 新 議で８０を超えず１０を下らない 第８条。（
会を置く場合 設 たな委員を選出す 範囲で定めた数だけ在任できる。 第１項、

合 任 る ） 第２項。
併

任 合併後１年を超えない範囲で協議
で定める期間

期

編 在 編入される合併関係 編入される合併関係市町村の委員 合併特例法
入 市町村の委員は、す のうち、協議で４０を超えない範 第８条
合 任 べて失職する。 囲で定めた数だけ在任できる。 第１項、
併 第２項

任 編入する合併関係市町村の委員の
残任期間

期

２ 合併市町村に 新 在 合併関係市町村の委員のうち、協 合併特例法
従前の区域を区 設 議で８０を超えず１０を下らない 第８条
域としない２以 ・ 任 範囲で定めた数だけ在任できる。 第３項
上の農業委員会 編
を置く場合 入 任 合併後１年を超えない範囲で協議

合 で定める期間
併 期

３ 合併市町村に 新 在 従来の委員がそのまま在任する。 農委法
従前の区域を区 設 （従来の委員会がそのまま合併市 第３４条
域とする２以上 ・ 任 町村の委員会として存続する ）。
の農業委員会を 編
置く場合 入 任 従来の任期

合
併 期

（注） 新設合併における合併関係市町村及び編入合併において編入される合併関係市町村とは、とも
に合併により消滅する合併関係市町村をいいます。
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新市将来構想及び新市建設計画の策定概要 

１ 策定イメージ 

 (1) 「新市将来構想」及び「新市建設計画」の基本的なイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 将来像、施策の方向性の体系的なまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市将来構想 

 ・基礎的要件 
・現状や課題 

（体系的なまとめ） 

新市まちづくりビジョン 

 ・基本方針 
 ・将 来 像 

新市建設計画 

 
① 新市建設の基本方針 

② 新市建設の根幹事業（主要事業） 

③ 公共的施設の総合整備計画 

④ 新市の財政計画 

 

 

 

 

 

新市の総合計画として位置付け 
（基本計画の機能）  

 

 将来像 
施策の方向性 

主
要
事
業

主
要
事
業 

主
要
事
業

主
要
事
業

主
要
事
業

主
要
事
業

主
要
事
業

主
要
事
業 

主要プロ
ジェクト

公共施設
配置構想

新市将来構想 

 
（具体的な個々の事業実施計画 ＝ 新市において検討・調整） 

新市建設計画

… 

… …

※各分野ごとに検討 

実現化に向け

た検討、協議

・
新
市
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
基
本
構
想

・
公
共
施
設
配
置
基
本
構
想 

・施策の方向性 
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２ 策定作業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新市将来構想（案） 

新市将来構想 

（たたき台） 

・３市村長の意見 
・分野別施策の概要調査 

・新市まちづくり懇話会
（ワークショップ）

 ・小委員会 
委員からの提言

・主要施設整備計画
基礎調査 

・主要プロジェクト
基礎調査 

小委員会 
集中的な調査・審議 

パブリック
コメント

北海道との 

協議・打合わせ

小委員会の設置 
策定に向けた流れの確認

 
 

住民意向調査 
（アンケート） 

 

新市建設計画 

報告

 

新市将来構想 

閲覧、 
ダイジェスト版の配布 

新
市
将
来
構
想
の
策
定
に
関
す
る 

住
民
参
加
手
法
（
各
団
体
） 

住民説明会 

10～11 月 

幹事会、専門部会、
事務局による 
検討・協議 

協 議 会 
協議・決定 

 

 

新市建設計画（案） 

小委員会 
集中的な調査・審議 

協 議 会 
協議・決定 

反映 パブリック
コメント

 

・
新
市
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
基
本
構
想

・
公
共
施
設
配
置
基
本
構
想 

幹事会、専門部会、
事務局による 
検討・協議 



地域自治組織等小委員会で 

想定される調査・審議内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ①及び②の地域自治組織については、法律で定める事項は最小限にとどめ、地域の自主性を尊重し活用しやすい制度となる模様。（中間報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

[中間報告より] 

地域自治組織に関する情報収集及び調査・研究 

小委員会として考察する 

合併した場合の地域の在り方 

設置する 設置しない 

 

 

 

[中間報告より] 

① 行政区的なタイプ 

（法人格を有しない。） 

② 特別地方公共団体とするタイプ

（法人格を有する。） 

（事務等の考え方） 
・ 基礎的自治体の組織の一部とし
て事務を分掌 
（機関） 
・ 「地域自治組織の長」と「諮問
機関としての地域審議会」 
・ 事務局を置くことができる 
・ 長は基礎的自治体の長が選任(地
域審議会の意見聴取、基礎的自治
体の議会の同意を検討） 
・ 地域審議会の委員は公選又は住
民総会によって選出 

（事務等の考え方） 
・ 法令により義務付けられていな
い地域共同的な事務 
・ 法令により基礎的自治体が義務
付けられている事務を補助機関と
して処理することも検討 
（機関） 
・ 議決機関は公選 
・ 執行機関は議決機関の互選又は
基礎的自治体の長の選任等を検討
・ 事務局を置くことができる 
（財源） 
・ 基礎的自治体からの移転財源を
原則とする 
・ 課税権、地方債の発行権限は認
めない 
・ 移転財源見合い以外の事務は住
民から何らかの負担を検討 

③ 地域審議会を設置する場合 
④ 地域審議会を 

設置しない場合 

（想定される役割） 
①長の諮問に対する審議 
・ 市町村建設計画の変更 
・ 市町村建設計画の執行状況（定期）
・ 当該区域の地域振興のための基金
 運用 
・ 基本構想、各種計画の策定、変更
②長に対する意見 
・ 市町村建設計画の執行状況（随時）
・ 公共施設の配置、管理運営 
・ 福祉、廃棄物処理、消防等の施策の
 実施状況 
（機関） 
・ 構成員の定数、任期、任免、組織及
 び運営等は合併関係市町村の協議に
 より定める 

支所等の在り方 

地域審議会の概要検討 

地域自治組織の概要検討 
（支所等の在り方を含む。）

地域自治組織の概要検討 
（支所等の在り方を含む。） 

支所等の在り方 

資料６ 




